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労災における「障害認定の男女差」

見直しへ

◆京都地裁の判断

労災で顔や首に大やけどを負った男性が、

「女性よりも労災の障害等級が低いのは男女平

等を定めた憲法に反する」として、国の等級認定

の取消しを求めていた訴訟で、京都地方裁判所

は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをし

ており、憲法 14 条に違反する」として、国に認定

の取消しを命じる判決を下しました。

◆男女間で障害等級の差

報道によれば、男性は勤務先で作業中、溶け

た金属が作業服に燃え移って大やけどを負いま

した。顔や胸、腹などに跡が残ったため、他の症

状を併合して労災認定を申請し、労働基準監督

署は男性の障害等級を「11 級」と認定しました。

労災保険の障害等級表では、「外貌に著しい

醜状を残すもの」として、顔などにけがが残った

場合、男性の等級を「12 級」、女性の等級を「７

級」と規定しています。これは、容姿に著しい傷

跡が残った場合、女性のほうが男性より精神的

苦痛が大きいなどとしているためです。

◆給付金額に大きな差

労働者に後遺症が残った場合に支給される

給付について、症状や傷の程度に応じて「１級」

から「14 級」までの障害等級が定められています。

今回のケースでは、「11 級」の認定となるため、

223 日分を一時金として１回支給されるだけです

が、仮に「７級」と認定された場合は、平均賃金の

131 日分が年金として生涯にわたり支給されるこ

とになります。そのため、性別だけで給付金額に

大きな格差が生じることは著しく不合理であると

判断されたといえます。

◆埋まりつつある男女差

障害補償は本来、障害による「逸失利益」を補

償する意味合いが強く、交通事故などの損害補

償をめぐる裁判でも広く争われており、かつては

顔の傷に関して男性の場合はほとんど認められ

ていませんでした。しかし、最近では憲法 14 条

（法の下の平等）に反するとの司法判断が出始

めています。

国は、今回の訴訟について控訴を断念したよ

うであり、これに関連して、厚生労働省は、今年

度中に労災保険の障害等級表を見直す方針を

示しています。

「新卒者体験雇用事業」の拡充について

◆６月７日から改正

平成 22 年６月７日から、「新卒者体験雇用事

業」の内容が拡充されています。

この事業は、就職先が決まっていない新規学

卒者を対象として、企業が体験的な雇用の機会

を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとと

もに、その後の正規雇用に結び付けることを目的

としています

この制度を活用する企業には、「新卒者体験

雇用奨励金」が支給されます。今回はこの奨励
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金の「体験雇用期間」と「支給額」が改正されまし

た。

◆主な要件と改正点

この制度の対象者は、卒業後も就職活動を継

続している大学生や高校生等で、ハローワーク

へ登録していることが条件となります。

対象者を受け入れる企業は、ハローワークへ

体験雇用求人を登録する必要があり、体験雇用

の開始日は「卒業日の翌日以降」となっていま

す。

制度改正前の体験雇用期間は「１カ月」でした

が、改正後は「最長３カ月」まで可能となり、奨励

金の額は「８万円」から「最大 16万円」（１カ月目：

８万円、２・３カ月目：各４万円）となりました。

◆申請までの流れ

体験雇用の開始にあたっては、企業は対象者

との間で有期雇用契約を締結します。体験雇用

期間中の労働時間は、通常の労働者の 1 週間

の所定労働時間と同程度（30 時間を下回らな

い）で設定し、契約で定めた賃金を支払います。

そして、体験雇用開始日から２週間以内に「体

験雇用実施計画書」を提出し、その後、体験雇

用終了日の翌日から起算して１カ月以内に「体

験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支

給申請書」を提出することとなります。

◆中小企業にとっての大きなチャンス

世界的な不況、それに伴う企業の業績不振の

影響で、就職内定率は低下傾向にありますが、

これを逆手にとれば、中小企業にとっては良い人

材を採用する大きなチャンスだとも言われていま

す。このような制度をうまく活用して、人材の採

用・定着につなげたいものです。

「勤務間インターバル規制」とは？

◆ＩＴ企業などで導入

最近、長時間労働が恒常化しているＩＴ関

連企業などにおいて、「勤務間インターバル

規制」を導入する動きが見られるそうです。

このインターバル規制は、１日の仕事が終了

してから次に仕事を開始するまでに、一定時

間の休息を義務付けるものです。

なぜ今、導入する企業が増えているのでし

ょうか。

◆ＥＵ指令では「連続 11 時間の休息」

上記の規制に関しては、ＥＵ（欧州連合）

が加盟国の法律に関する基準を定めた「ＥＵ

労働時間指令」の中で、「最低連続 11 時間の

休息」を規定しています。なぜ、このような

規制が定められているかというと、「ワー

ク・ライフ・バランス」に配慮するためであ

り、労働者の健康を守るためです。

仮にＥＵの基準でこの規制を導入した場

合、例えば午後 11 時まで勤務した日の翌日は、

午前 10 時までは勤務が免除されることにな

ります。日本の情報労連（情報産業労働組合

連合会）では、昨年の春闘において、「導入が

可能な組合においては、インターバル規制の

導入に向けた労使間協議を促進する」という

方針を掲げました。

◆ワーク・ライフ・バランスに向けて

厚生労働省から発表されている「労働経済

白書」によれば、25～44 歳の男性のうち週に

60 時間以上働いている人の割合は 20％以上

になっており、週５日勤務した場合、１日に

12 時間も働いている計算になります。この

「働き盛り」世代の健康を守り、「ワーク・ラ

イフ・バランス社会」を実現させるため、今

後、日本でもこのインターバル規制について

さらに議論されていくかもしれません。

当事務所よりひとこと

この度事務所を移転することになりました。

詳細を追ってご案内させていただきますが、

8 月より新事務所にて業務開始予定です。場

所は、今の事務所より北へ５０ｍほど行った

ところです。よろしくお願いいたします。

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


